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特定非営利活動法人                                      

2010 年  

3 月 13 日  

ニュース  NO.67 

                    〒930-0312  富 山 県 中 新 川 郡 上 市 町 東 江 上 288 番 地  

                 電 話  076-473-3313    fax.076-473-2941 

                     e-mail fukushinosato@kami1294.com 

                     http://www.kami1294.com 

 

 

子育てを  おこなう労働者等の家庭生活と  職業生活の両立を支援するための『次世代育成支援対策推進法』

があります。  

又、従業員 100 名以下の企業を  対象に  労働局・雇用均等室を窓口とした 『中小企業子育て支援助成金』

制度があります。  

これは  その企業に  最初の育児休業利用者が発生し、職場復職した後  さらに 6 ヶ月勤務した場合、事業主

に対して ¥ 1,000 , 000 助成 金を交付し  育児を国が支援しようとするものです。  

２人目から  5 人目までの利用者の場合には  都度 ¥ 800,00 0 を事業主へ助成します。  

 

2010 年 3 月  当 NPO 法人の職員に  初めての産休→やがて  育児休業希望が  発生しました。  

前提条件として  ①  『一般事業主行動計画書』 の策定  

②  それを  富山労働局に  届ける  

③  それを  当 NPO ホームページ等で  職員や外部へ周知する  

④  ht tp : / /www.ryour i t sush ien . jp  でも  公表  

 

次のような  計画を  練り始めました。  

   ◎   「慶弔金規程」に  『出産祝い金』  ¥ 20,000 を  新設する。  

   ◎   産休がスタートとする月を  含めて  13 ヶ月間  『育児月刊誌』を  家庭へ贈る。  

      (20 10 年 3 月  時点では  ベネッセ  コーポレーション発刊の  “ひよこクラブ” 送料込み  

      ¥ 600 を贈る 。 )  

      ◎   20 10 年 4 月 1 日  施行で  『時間単位の年次有給休暇制度』 を採り入れる。  

      労使協定の上、 3 月 2 日  魚津労働基準監督署へ届け済み。  

      学童の居る 家庭では  学校との打合 せで  短い時間の打合せ がある時などに活用が考 えられる 。 

   ◎   産休  育児休業中は  月刊・ NPO ニュースを  家庭宛に郵送して事業所の動きを知らせる。  

等を  既に  実行しています。  

 

平成 22 年度  NPO 法人  通常総会  開催予定日  決まる  

 

   [日時 ] 2010 年  5 月  16 日  日曜日  午後 4 時 -----6 時  

   [場所 ] 浄泉寺さん  

   [議題 ] 平成 21 年度  事業報告書、決算収支報告。平成 22 年度  事業計画書、収支予算。  
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3 月分から健康保険料、介護保険料が  上がります。  

 

協会  けんぽ・富山県の料率が上がり、給与からの徴収金額が増えます。  

同時に  NPO 法人の事業主負担も増加します。職員、法人とも  同金額を  負担します。  

いままでの健康保険料率             8 .19 %→  平成 22 年 3 月からの健康保険料率   9 .31 %  

給与から職員が徴収される健康保険料率  4 .09 5 %→  平成 22 年 3 月職員の健康保険料率   4 .655 %  

いままでの介護保険料率         1 .19 %→  平成 22 年 3 月からの介護保険料率   1 .5%  

給与から職員が徴収される介護保険料率  0 .59 5 %→  平成 22 年 3 月職員の介護保険料率   0 .75 %  

 

月額算定基礎  ¥ 170, 000 の  職員の場合の事例では  月額  ¥ 1,216 の  負担増となります。  

 

健康保険料  2 月まで   ¥ 6,961→  3 月より    ¥ 7,9 13  負担増額     ¥ 952  

介護保険料  2 月まで   ¥ 1,011→  3 月より    ¥ 1,2 75  負担増額     ¥ 264  

   合計負担増   ¥ 1 ,2 16  

 

人員構成に変化がありますが  事業主負担の月額増加は  次のとおりです。  

これには今回変更が無かった厚生年金保険も含めています。 年間で  25 0 万円前後のコストアップになりま

す。  

 

2 月の事業主負担 (法定福利費 )  3 月からの事業主負担  差引  毎月の負担増額予想  

    ¥ 1,463 , 30 4  →     ¥ 1 , 631 , 37 3     ¥ 168, 069  

 

新たに『中村内科クリニック』とも  協力医療機関契約  

4 月 1 日  スタート  

 

長年  お世話になった林内科医院が  ご高齢のため  来る 3 月 31 日に  閉院されます。  

宮川小学校区域の  中村内科クリニック・中村  浩医師へ  お願いして協力医療機関契約を締結しました。  

内科、小児科、消化器内科が  診療科目。  

当  NPO 法人の協力医療機関は  4 月 1 日時点では  つぎのとおりです。  

 

  医療機関名  所在地  電話番号  

かみいち総合病院  上市町  法音寺  51  076-4 72-1 21 2  

中村内科クリニック  上市町  上経田  2-5  076-4 73-3 36 0  

わかくさ医院  上市町  正印  25 7  076-4 73-9 38 0  

荒井歯科医院  上市町  若杉新  2-1  076-4 73-3 11 0  

はやし接骨院  上市町  森尻  38 3  076-4 73-2 67 7  

ニュース短信  

◎  3 月 10 日  富山市水橋地区  民生委員 (勝島  代表 )ご一行 8 名が  グループホームを  見学    

され、引き続き  坂井美喜子管理者との  懇談もありました。  

◎  3 月 6 日   滑川市より  6 名の  ボランティアさん ( “弥生の会 ” 代表  西村  妙子さん  )  がグ       

ループホーム  を訪問されました。琴による懐かしい唄の演奏、民謡踊り 等があり  

 お年寄り入居者さんも合唱に参加し  大喜びでした。  


